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小牧市敬老金支給要綱

担当係

担当課

2

保健福祉

年に一度75歳以上の高齢者を市民会館に招待し、長寿祝品及び敬老金などを贈ることに

より、老人に対して自らの生活の向上に努める意欲を促す。

・敬老会

　　老人福祉法第5条により「国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めると

ともに、老人に対して自らの生活の向上に努める意欲を促すため」を主旨として老人の日

が制定されているが、この主旨に沿って市主催により敬老会を開催する。

　　開催日　平成23年9月15日（木）

　　対象者　75歳以上の市民

　　　　　　　　市民会館に招待し余興を開催したり祝品及び敬老金を贈る。

　　参加記念品　　緑茶葉

　　75歳祝品　　　箸セット

　　敬老金（こまきプレミアム商品券）

　　　　　　　　　　　　80歳5千円、85歳1万円、90歳1万5千円、95歳2万円、100歳3万円

　　余　興　　　　　　歌、手品

・高齢者訪問

助成 70

長寿介護課

長寿福祉係

51

平成３０年度以降

高齢者福祉 高齢者の健康の保持と増進を図る

1

平成１２年度以前 ～事業期間

総合計画

分野別計画

予算区分 3

事業番号 141
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担当部

直接実施・

運営

28 委託 2

事務事業名 敬老会等運営事業

会計区分 事業類型 一般一般会計
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・高齢者訪問

　　90歳以上の方に、市長及び民生委員等が訪問し、カタログギフト（7千5百円相当）を

　　贈る。

　　対象者の名簿作成、民生委員への依頼、物品購入事務、未選択者へ催促を行う。

【直接経費の主な内訳】

　敬老金　13,335千円　　ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ婚記念品　351千円　　バス借上　1,519千円

　75歳祝品　275千円　　参加記念品　2,681千円　　余興出演委託　600千円

　高齢者訪問記念品　3,812千円

無

国・県支出金

対前年比

その他財源

23,945

0

25,977

0

31,267

人件費

従事者数 0.30

受益者負担

費用合計

22,350 24,382

0

25,977

108.4

0

0

1,595

0.00

0

1,595

0.00

23,945

123.7

1,595

0.00

0

31,267

25,273

97.2

25,273

0.00

費

用

直接経費

正職員



単位

目標

実績

目標

実績

目標

実績

単位

目標

実績

目標

実績

―

―

H24

人

支給人数

（敬老金）

―

1,343

75歳以上の高齢者を市民会館に招待し、長寿祝品及び敬老金などを贈りました。

敬老会の対象者は、約700人増加したが、75歳祝品配布数は横ばいであった。

敬老金については、対象者の98.6％に配布ができた。

また、高齢者訪問を行うことで、９０歳以上の高齢者の安否確認を行い、対象者全員

の安否確認を行うことができた。
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年年年年
事業実施におけ

・敬老会は、高齢者のニーズの変化を把握する中で、開催方法や規模・内容等の見

直しを検討する必要がある。

,

敬老会が縮小・廃止となると、高齢者に対する大規模な市の行事がなくなることで、

老人の福祉に対するPRが不足する。また、２年前、社会問題として行方不明の高齢

者が問題となったが、高齢者の安否確認の手段が１つなくなる事になる。

今年はもらえると思っていた期待を裏切ることとなり、高齢者の楽しみや生きがいを

奪うこととなる可能性がある。
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向向向向

性性性性

判定理由

現状維持

判　定　理　由

一次評価のとおり。

他市の状況などを参考に、敬老会の開催方法や規模等について見直し検討を図る

ため、高齢者ニーズの意向確認を行う。

改善案等

年年年年
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実実実実
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果果果果

事業実施におけ

る課題等

直しを検討する必要がある。

・敬老金は、高齢化の現状を踏まえ、あり方を検討していく必要がある。

・９０歳以上の高齢者訪問の際の記念品は、見直しを検討する必要がある。

今後は高齢社会における対象者の増加が懸念されるので、事業規模の縮小等の検

討が必要であるが、本市における高齢者福祉全体を考慮する中での検討が必要で

あることから、検討結果が出るまでは現状維持とする。

方向性の判定 現状維持

事業を縮小・

廃止したときの

影響


